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薬事情報センターからのお知らせ 
 

○タブネオスカプセル１０ｍｇによる重篤な肝機能障害に係る安全性速

報（ブルーレター）の発出について 
 
 厚生労働省は、令和８年５月２１日、「タブネオス

カプセル１０ｍｇ（一般名：アバコパン）について、

重篤な肝機能障害を発現した症例が集積し、因果関

係が否定できない症例が確認されたことを踏まえ、

添付文書の「警告」を新設し、「重要な基本的注意」

等を改訂するとともに、「安全性速報（ブルーレタ

ー）」により、医療関係者等に対して速やかに注意喚

起を行うよう、製造販売業者に指示が出されました。 
 本剤は、承認申請時に提出された臨床試験成績を

踏まえ、既に令和３年９月の承認当初から、添付文書

において重大な副作用として肝機能障害に関する注

意喚起がなされています。 
 本剤の効能・効果は、顕微鏡的多発血管炎、多発血

管炎性肉芽腫症で、いずれの疾病も難病に指定され

ており、医薬品は希少疾病用医薬品になります。 
 
 
安全性速報の概要 

【今回の医療関係者に対する注意喚起のポイント】 

 本剤投与により重篤な肝機能障害が発現し、死亡に至った症例が報告されているこ

とから、次の事項に十分に注意すること。 

１．胆管消失症候群を含む重篤な肝機能障害があらわれることがあり、死亡に至った

例も報告されているので、本剤投与開始前及び投与中は定期的に肝機能検査を行い、

患者の状態を十分に観察すること。 

２．患者の状態を十分に観察し、自他覚症状の発現に注意すること。異常が認められ

た場合はただちに医師・薬剤師に相談するよう、患者に対して指導すること。 

３．本剤投与中に重篤な肝機能障害がみられた場合には、本剤の投与を中止する等の

適切な処置を行うこと。 

４．多くの場合、肝機能障害は投与開始後３ヵ月以内に発現しているので、投与開始

後３ヵ月間は少なくとも２週間に１回、その後の３ヵ月間は少なくとも４週間に１

回は定期的に肝機能検査を行うこと。 

５．本剤投与中に基準値上限の３倍を超えるＡＬＴ又はＡＳＴの上昇が認められた場

合には、本剤の投与を中断し、速やかに患者の状態を評価すること。 

 

【タブネオスカプセル１０ｍｇを服用中の患者様へ】 

 自己判断で中止せず、体調の変化があれば速やかに医師・薬剤師に相談し、肝機能

検査を受けながら適切な治療についてよく相談してください。 
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○令和８年度「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」について 
 

世界禁煙デー：５月３１日（日） 

禁 煙 週 間：５月３１日（日）～６月６日（土） 

禁煙週間のテーマ：みんな知っている？たばこのルール 

 

趣旨 
 喫煙が健康に与える影響は大きく、また、受動喫

煙の危険性やニコチンの依存性も踏まえると、喫

煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題とな

っていることから、生活習慣病を予防する上でた

ばこ対策は重要な課題である。 

 世界保健機関（ＷＨＯ）は、昭和４５年にたばこ

対策に関する初の世界保健総会決議を行い、平成

元年には５月３１日を「世界禁煙デー」と定め、喫

煙しないことが一般的な社会習慣となることを目

指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始

した。厚生労働省においても、平成４年から、世界

禁煙デーに始まる１週間を「禁煙週間」として定

め、各種の施策を講じてきたところである。 

 令和６年度４月から開始している「二十一世紀

における第三次国民健康づくり運動（健康日本２

１（第三次））」においては、喫煙率の減少や「望ま

ない受動喫煙のない社会の実現」等を目標に掲げ、

引き続きたばこ・受動喫煙対策を推進していくこ

ととしている。また、受動喫煙防止については、健

康増進法に基づき様々な対策を講じている中、「健

康日本２１（第三次）」においては、「望まない受動

喫煙のない社会の現実」を目標に掲げ、引き続き受

動喫煙対策を推進していくこととしている。 

 これらを踏まえ令和８年度は、「みんな知っている？たばこのルール」を禁煙週間のテーマとし、

禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発等を積極的に行うものである。 

 
山梨県では、禁煙支援に関する専門的な研修を受講

した薬剤師がいる薬局・薬店を「禁煙サポート薬局」

として登録しています。 

禁煙サポート薬局では、禁煙支援アドバイザーが喫

煙に関する皆さまの相談に丁寧に応じます。令和８

年３月現在７８の薬局が登録されています。 

 

 
 
 

 

 

 



- 3 - 

○紫外線への対策について 
 
 紫外線防止のためには、紫外線の強い時間帯を避ける、日陰を利用する、日

傘を使う、帽子をかぶる、衣服で覆う、サングラスをかける、日焼け止めを上

手に使うなどの対策を行い、できる限り紫外線を浴びない様に工夫をすること

が大切です。 

 日焼け止めの種類には、ＰＡ分類（Protection Grade of UVA）紫外線Ａ波とＳＰ

Ｆ値（Sun Protection Factor）紫外線Ｂ波の表示があります。ＰＡ分類は、しわ・た

るみの発症に関与し、ＳＰＦ値は、肌が赤くなる日焼けに関与しています。 

 日焼け止めの種類には、ＵＶＡ防止効果は高いものからＰＡ＋＋＋＋、＋＋＋、＋

＋、＋があります。またＵＶＢ防止効果は高いものからＳＰＦ５０、４０、３０、２

０、１０があります。ＵＶＢ防止効果は、ＵＶＢの影響をどれだけ少なくできるか

を意味しています。 

 
 
 

 
（日本化粧品工業会ホームページより抜粋） 
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Ｑ 日本で紫外線が一番多いのは何月ですか？ 

Ａ その年の天候に大きく影響されますが、一般的に夏に紫外線が多くなります。日本国内では、

７～８月に年間で最も多く紫外線が観測されます。 

 

Ｑ 日本では紫外線は昔と比べて増えているのですか？ 

Ａ 紫外線は天候にも大きく影響されるため年によって多かったり少なかったりしますが、長期

的に見ると、国内では観測を始めた 1990 年代初めから緩やかに増える傾向がみられます。 

 

Ｑ くもりや雨の時の紫外線はどれくらいの量になりますか？ 

Ａ 快晴の時に比べると、くもりの場合は約６０％、雨の場合は約３０％の量になります。しか

し、雲の間から太陽が出ている場合には、雲からの散乱光が加わるため快晴の時よりも多い紫

外線が観測されることがあります。 

 

 

 

 
 
 
○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について 

 
 医療安全対策委員会では、標記事業の参加登録の推進を行っております。共有すべ

き事例２０２６年Ｎｏ.３が公開されています。 

日本医療機能評価機構ホームページからご覧いただけます。 

（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/） 
 参加登録及び事例報告をお願いいたします。 

 

共有すべき事例 ２０２６年Ｎｏ.３ 
事例１ 調剤に関する事例【戻し間違いによる薬剤取り違え】 
事例 【事例の詳細】 

 患者にシダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵが処方され、薬剤師Ａが

調製を行った。薬剤師Ｂが薬剤の鑑査を行った際に、シダキュアスギ花粉舌下

錠５，０００ＪＡＵではなく、クラリチンレディタブ錠１０ｍｇが調製されて

いることに気付いた。 

【背景・要因】 

 当該患者の薬剤を調製する前に、別の患者に処方されたクラリチンレディタ

ブ錠１０ｍｇを調製したが、薬剤交付時に患者が後発医薬品への変更を希望し

たため調製し直した。その際、不要になったクラリチンレディタブ錠１０ｍｇ

を外観が類似しているシダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵの薬剤棚に

誤って戻した。そのため、シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵの薬剤

棚にクラリチンレディタブ錠１０ｍｇが混入していたが、薬剤師Ａはそれに気

付かず調製を行った。 

【薬局から報告された改善策】 

 戻し間違いを防止するために、シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ

とクラリチンレディタブ錠１０ｍｇの薬剤棚の薬剤名にマーカーで色を付け

て、薬局内に外観類薬があることを注意喚起した。薬剤棚に薬剤を戻す際はダ

ブルチェックを行うように手順を変更した。 
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その他の情報 販売名 シダキュアスギ花粉舌下錠

5,000JAU 

クラリチンレディタブ錠10mg 

薬効分類 スギ花粉症の減感作療法 

（アレルゲン免疫療法）薬 

持続性選択H₁受容体拮抗・ 

アレルギー性疾患治療薬 

Ｐ Ｔ Ｐ シ

ー ト の 画

像 

 
鳥居薬品株式会社のホームページよ

り 

 
塩野義製薬株式会社のホームページよ

り 

（参照：２０２６年２月２日） 

事例のポイン

ト 

・本事例は、薬剤を調製し直した際に不要となった薬剤を別の薬剤の棚に戻し

たことにより、その後の患者の調剤時に薬剤取り違えが発生した事例であ

る。調製者および鑑査者は、調製の前段階である薬剤棚への薬剤の補充や返

却の際に間違いが起きる可能性があることを認識し、「薬剤棚に入っている

薬剤は正しい」という先入観を排除して調製および確認作業を行う必要があ

る。 

・薬剤の戻し間違いを防止するために、業務が立て込んでいる場合はすぐに棚

へ戻さずに決めた場所に一時保管すること、薬剤を棚へ戻す際は一人で行わ

ずに別のスタッフによる確認を必須とすることなどを手順に組み込む、さら

に、ＧＳ－１コードを用いた調剤監査支援システムを使用するなど、手順お

よびシステムの両面から対策を実施することが重要である。 

・本事業の第３４回報告書（２０２６年３月公表）では「内服薬の取り違えに

関する事例－外観の類似に関連した事例－」を取り上げて分析した。取り違

えの要因として外観が類似していることが報告された内服薬の組み合わせ、

薬剤の保管・配置状況、発見時の状況などを整理し、主な事例の内容や薬局

から報告された改善策などを紹介している。 

 第３４回報告書 分析テーマ【１】内服薬の取り違えに関する事例 

 －外観の類似に関連した事例－ 

 

 

 

事例２ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【処方医への不適切な情報提供（投与量）】 
事例 【事例の詳細】 

 患者に、ジヒドロコデインリン酸塩散１％「ホエイ」１回１ｇ１日３回７日

分が処方された。当薬局には在庫がなく、医薬品卸業者からの入荷も困難であ

ったため、薬剤師は処方医に処方変更の提案を行うことにした。ジヒドロコデ

インリン酸塩散１％と薬局に在庫のあるコデインリン酸塩散１％の力価が同

じだと思い込んでいた薬剤師は、処方医にコデインリン酸塩散１％「ホエイ」

１回１ｇ１日３回７日分への変更を提案して了承を得た。その後、薬剤師が添

付文書を確認したところ、両製剤は力価が異なるため用量が異なることに気付

いた。処方医に再度連絡し、コデインリン酸塩散１％の用法及び用量に関する

情報を提供して１日量の変更を提案した結果、コデインリン酸塩散１％「ホエ

イ」１回２ｇ１日３回７日分に変更となった。 

【推定される要因】 

 ジヒドロコデインリン酸塩散１％とコデインリン酸塩散１％は共にコデイ

ン類含有医薬品であり、効能・効果、規格単位が同一であっため、薬剤師は「力
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価や用量も同等である」と誤認した。 

【薬局での取り組み】 

 ジヒドロコデインリン酸塩散とコデインリン酸塩散の力価や用量の違いに

関する比較表を作成して薬剤棚に掲示し、薬局内で注意喚起を行った。 

その他の情報 販売名 ジヒドロコデインリン酸塩散

１％「ホエイ」 

コデインリン酸塩散１％

「ホエイ」 

用法及び用量 通常、成人には、１回１ｇ、1

日３ｇを経口投与する。なお、

年齢、症状により適宜増減す

る。 

通常、成人には、１回２ｇ、

１日６ｇを経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜

増減する。 
 

事例のポイン

ト 

・本事例のように、薬剤の在庫不足や昨今の医薬品卸業者からの入荷困難など

の状況から、処方医へ代替薬への変更を依頼する場合がある。その際、薬剤

師は正確かつ適切な情報提供を行う必要がある。 

・ジヒドロコデインリン酸塩とコデインリン酸塩はいずれもコデイン類含有医

薬品であり、ジヒドロコデインリン酸塩は、コデインリン酸塩より強い鎮咳・

鎮痛作用を持つ。 

・本事例では、薬剤師は処方医に代替薬を提案した後に、ジヒドロコデインリ

ン酸塩散１％とコデインリン酸塩散１％の標準的な用法・用量の違いに気付

き、処方医へ説明し直している。処方医に代替薬を提示する際は、薬剤師は

事前に情報を確認し、製剤的特性や標準的な用法・用量などを十分に理解し

たうえで、患者の病態や服薬アドヒアランスに合致した適切な処方提案を行

うことが重要である。 

 

 

 

事例３ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【配合変化】 
事例 【事例の詳細】 

 眼科から患者に、オゼックス点眼液０．３％とブロナック点眼液０．１％が

処方された。オゼックス点眼液０．３％とブロナック点眼液０．１％は、併用

により配合変化を起こす可能性があるため、薬剤師は処方医へ疑義照会を行っ

た。その結果、ブロナック点眼液０．１％が削除になった。 

【推定される要因】 

 オゼックス点眼液０．３％は配合変化を起こしやすい薬剤であるが、処方医

はブロナック点眼液０．１％と配合変化を起こすことを把握していなかった可

能性がある。 

【薬局での取り組み】 

 点眼液には配合変化を起こす組み合わせがあることに注意して処方監査を

行う。 

その他の情報 オゼックス点眼液０．３％の添付文書 ２０２４年５月改訂（第２版）（一部抜

粋） 

１４.適用上の注意 

１４.１薬剤投与時の注意 

原則として配合変化が認められる点眼液との併用は避けること。主な点眼液と

の配合変化（本剤１ｍＬと配合薬剤１ｍＬをガラス管に入れ、ミキサーで１０

秒間混合し、外観変化を観察）は下表のとおりであった。 

配合変化あり

※１ 

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％、ニフラン点眼液０．

１％、ジクロード点眼液０．１％、ブロナック点眼液０．

１％、点眼・点鼻用リンデロンＡ液、リザベン点眼液０．

５％、インタール点眼液２％、タチオン点眼用２％、ミドリ

ンＭ点眼液０．４％、キサラタン点眼液０．００５％、チモ

プトール点眼液０．２５％、チモプトールXE点眼液０．５％、

トルソプト点眼液１％、ミケラン点眼液２％、リズモンＴＧ
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点眼液０．５％、フラビタン点眼液０．０５％、レスキュラ

点眼液０．１２％※２ 

※１:混合直後または室温で1時間放置後に外観変化（白濁）が認められたもの。

白濁は、本剤の溶解機構であるトスフロキサシンとアルミニウムイオン

のキレート平衡が、他の点眼液中のエデト酸、クエン酸、リン酸などによ

り影響をうけ、有効成分が析出するためと推測された。 

※２:本剤２ｍＬと配合薬剤２ｍＬをガラス管に入れ、ミキサーで１０秒間混

合し、外観変化を観察 

事例のポイン

ト 

・オゼックス点眼液０．３％は、他の点眼液と併用した場合に、有効成分であ

るトスフロキサシンの溶解度が低下し、白濁や結晶析出といった配合変化を

起こす可能性がある。 

・配合変化により眼内でオゼックス点眼液０．３％の白濁・結晶化が起きた場

合、薬効の減弱のみならず、不溶性粒子による眼刺激、異物感、角膜損傷な

どを招くおそれがある。オゼックス点眼液０．３％が処方された際には、患

者に配合変化を起こす可能性のある点眼液が処方されていないか、患者がす

でにそれらの点眼液を使用していないかを確認する必要がある。 

・処方医は疾患の治療に注力し、製剤の配合変化については考慮できていない

こともある。薬剤師は製剤学的知見に基づき、薬理作用だけでなく物理化学

的な配合変化にも着目した処方監査を行うことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

○日薬ニュース 
【第３２１号】 
 ・５月１日、改正薬機法が一部施行 

 ・【重要】会員番号・会員ＩＤの確認方法 

 ・薬局製剤アンケート（ご協力のお願い） 

 ・【重要】新・会員限定サービス「日薬アプリ」スタート！ 

 ・第５９回日薬学術大会（新潟大会） 

 ・ＦＡＰＡ２０２６参加意向アンケート（ご協力のお願い） 
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○定期購読から 

 
薬事情報センターで定期購読している雑誌の目次を一部掲載したものです。 
貸し出し、ＦＡＸ、コピー等はできませんので、事務局にて閲覧をお願いします。 
               月刊薬事 2026 Vol.68No.7 
               【特集】これならわかる診療報酬新設項目から実務対応まで徹

底解説！ 
                ・最初に知りたい、基本の診療報酬 
                ・高額療養費制度の見直し 
                ・薬剤師の賃上げ事情 
                ・ＯＴＣ類似薬の自己負担の見直し 
                ・薬剤師業務にかかわる２０２６年度診療報酬改定一覧（医

科を中心に） 
                ・薬剤総合評価調整加算 etc 
               ◇精神科のおくすり事情 
                ・人前に出ると過度に緊張する会社員男性―社交不安症の処

方箋 
 
               調剤と情報 2026 Vol.32No.6 
               【特集】薬局でできる予防的サポート 
                   新生活のメンタルヘルス 
                 ・新生活のメンタルヘルスを考える 
                 ・薬局でできるメンタルヘルス対策―新生活を支える予防

的アプローチと職能の拡張 
                 ・受診勧奨のタイミングと伝え方 
                 ・軽度不眠へのアプローチ 
                 ・ストレス性の身体症状―下痢、食欲不振、起床困難 
                 ・イライラ・不安へのセルフケア 
                 ・“なんとなく不調”の聞き取り方 etc 
               【今月の話題】 
                ・指定濫用防止医薬品の販売規制について 
 
               薬局 2026 Vol.77No.6 
               【特集】患者をみる、処方を解く 咳アセスメント 
                ・咳アセスメントのための基礎知識 
                 ・薬剤師におさえてほしい『咳嗽・喀痰の診療ガイドライ

ン』のポイント 
                 ・鎮咳薬処方を理解するための咳嗽メカニズム 
                 ・「時間軸」でみた咳のとらえ方 
                 ・咳の背景にある疾患を把握するための検査のとらえ方 etc 
                ・実践！咳アセスメント 
                 ・感冒エピソードのある長引く咳 
                 ・夜間・早朝に悪化する咳 
                 ・痰が増えてきた咳 
                 ・咳だけが続く慢性の咳 etc 
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山梨県からのお知らせ 
 

○令和８年度山梨県登録販売者試験の実施について 
 
 令和８年度山梨県登録販売者試験実施要領が山梨県ホームページで公開されてお

ります。 

 受験願書については、甲府市保健所、各保健福祉事務所（保健所）で配布されてい

る他、山梨県ホームページからも取得できます。 

 

【試験日時】 

 令和８年８月２６日（水） １２時３０分～１７時１５分 

 

【試験場所】 

 山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨（甲府市大津町２１９２－８） 

 

【受験願書受付期間】 

 令和８年６月８日（月）～６月１９日（金）まで（土曜日、日曜日を除く。）の午前

８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時１５分までの期間に、本人又は代

理人が受験願書受付場所へ持参する。郵送の場合は、県外在住の受験者のみですので

ご注意ください。 

【受験願書受付場所】 

 甲府市在住の受験者 甲府市保健所 衛生薬務課 

 甲府市以外県内在住の受験者 各保健福祉事務所（保健所） 

 県外在住の方 山梨県福祉保健部衛生薬務課薬務担当 

 

山梨県ホームページ → 医療・健康・福祉 → 薬事 → 登録販売者試験について 

（https://www.pref.yamanashi.jp/eisei-ykm/tourokuhanbaisha.html） 
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